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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スペクトル拡散セルラー通信システムにおけるスクランブル符号の割当方法であって、
　通常送信モード用の第１スクランブル符号及び第１チャネル化符号を生成する工程と、
　スロット化送信モード用の第２スクランブル符号及び第２チャネル化符号を生成する工
程とを備え、
　前記第２スクランブル符号は、前記第１スクランブル符号とは異なる２種類のスクラン
ブル符号のどちらかから選択され、
　前記選択は、チャネル化符号ツリーの前記第１チャネル化符号の位置を判定することに
よってなされ、
　前記第２チャネル化符号は、前記第１チャネル化符号よりも前記チャネル化符号ツリー
のルートに近いレベルの１つにある
　ことを特徴とする割当方法。
【請求項２】
　前記第１スクランブル符号は符号Ｃjとして表され、前記第２スクランブル符号は符号
Ｃj,1あるいは符号Ｃj,2の少なくとも一方として表される
　ことを特徴とする請求項１に記載の割当方法。
【請求項３】
　前記第１スクランブル符号、前記第１チャネル化符号、前記第２スクランブル符号、前
記第２チャネル化符号は、スクランブル及びチャネル化に対し、物理チャネルで生成され
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る
　ことを特徴とする請求項１に記載の割当方法。
【請求項４】
　前記通常送信モードにおいて、複数の前記物理チャネルによって、使用対象の複数の前
記第１チャネル化符号化が生成され、
　使用対象の１つの前記第１スクランブル符号が、前記複数の第１チャネル化符号と組み
合わされて生成される
　ことを特徴とする請求項３に記載の割当方法。
【請求項５】
　前記スペクトル拡散セルラー通信システムは、ＣＤＭＡシステムである
　ことを特徴とする請求項１に記載の割当方法。
【請求項６】
　前記符号Ｃj,1及び符号Ｃj,2のそれぞれは、スクランブル符号生成シフトレジスタ（２
０２、２０４）あるいは複数のスクランブル符号生成シフトレジスタ（２０２、２０４）
の少なくとも一方において前記通常送信モードで使用される初期値を変更することによっ
て生成される
　ことを特徴とする請求項２に記載の割当方法。
【請求項７】
　前記符号Ｃj,1及び符号Ｃj,2のそれぞれは、前記第１スクランブル符号とは異なる符号
位相で生成される
　ことを特徴とする請求項２に記載の割当方法。
【請求項８】
　前記スロット化送信モードは、周波数間ハンドオーバ測定に対して使用される
　ことを特徴とする請求項１に記載の割当方法。
【請求項９】
　前記第２チャネル化符号は、前記第１チャネル化符号及び変更符号からなる
　ことを特徴とする請求項１に記載の割当方法。
【請求項１０】
　前記第２スクランブル符号は、前記第２スクランブル符号及び変更符号からなる
　ことを特徴とする請求項１に記載の割当方法。
【請求項１１】
　前記変更符号は、ベントシーケンスからなる
　ことを特徴とする請求項９あるいは請求項１０に記載の割当方法。
【請求項１２】
　前記第１チャネル化符号がチャネル化符号ツリーの下位枝に位置している場合、スロッ
ト化モード送信中のスクランブルに対して符号Ｃj,1を選択する工程と、
　前記第１チャネル化符号が前記チャネル化符号ツリーの上位枝に位置している場合、前
記スロット化モード送信中のスクランブルに対して符号Ｃj,2を選択する工程と
　を更に備えることを特徴とする請求項２に記載の割当方法。
【請求項１３】
　スペクトル拡散セルラー通信システムに対する基地局であって、
　通常送信モード用の第１スクランブル符号及び第１チャネル化符号を生成する手段と、
　スロット化送信モード用の第２スクランブル符号及び第２チャネル化符号を生成する手
段とを備え、
　前記第２スクランブル符号は、前記第１スクランブル符号とは異なる２種類のスクラン
ブル符号のどちらかから選択され、
　前記選択は、チャネル化符号ツリーの前記第１チャネル化符号の位置を判定することに
よってなされ、
　前記第２チャネル化符号は、前記第１チャネル化符号よりも前記チャネル化符号ツリー
のルートに近いレベルの１つにある
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　ことを特徴とする基地局。
【請求項１４】
　前記第１スクランブル符号は符号Ｃjとして表され、前記第２スクランブル符号は符号
Ｃj,1あるいは符号Ｃj,2の少なくとも一方として表される
　ことを特徴とする請求項１３に記載の基地局。
【請求項１５】
　前記第１スクランブル符号、前記第１チャネル化符号、前記第２スクランブル符号、前
記第２チャネル化符号は、スクランブル及びチャネル化に対し、物理チャネルで生成され
る
　ことを特徴とする請求項１３に記載の基地局。
【請求項１６】
　前記通常送信モードにおいて、複数の前記物理チャネルによって、使用対象の複数の前
記第１チャネル化符号化が生成され、
　使用対象の１つの前記第１スクランブル符号が、前記複数の第１チャネル化符号と組み
合わされて生成される
　ことを特徴とする請求項１５に記載の基地局。
【請求項１７】
　前記スペクトル拡散セルラー通信システムは、ＣＤＭＡシステムである
　ことを特徴とする請求項１３に記載の基地局。
【請求項１８】
　前記符号Ｃj,1及び符号Ｃj,2のそれぞれは、スクランブル符号生成シフトレジスタ（２
０２、２０４）あるいは複数のスクランブル符号生成シフトレジスタ（２０２、２０４）
の少なくとも一方において前記通常送信モードで使用される初期値を変更することによっ
て生成される
　ことを特徴とする請求項１４に記載の基地局。
【請求項１９】
　前記符号Ｃj,1及び符号Ｃj,2のそれぞれは、前記第１スクランブル符号とは異なる符号
位相で生成される
　ことを特徴とする請求項１４に記載の基地局。
【請求項２０】
　前記スロット化送信モードは、周波数間ハンドオーバ測定に対して使用される
　ことを特徴とする請求項１３に記載の基地局。
【請求項２１】
　前記第２チャネル化符号は、前記第１チャネル化符号及び変更符号からなる
　ことを特徴とする請求項１３に記載の基地局。
【請求項２２】
　前記第２スクランブル符号は、前記第２スクランブル符号及び変更符号からなる
　ことを特徴とする請求項１３に記載の基地局。
【請求項２３】
　前記変更符号は、ベントシーケンスからなる
　ことを特徴とする請求項２１あるいは請求項２２に記載の基地局。
【請求項２４】
　前記第１チャネル化符号がチャネル化符号ツリーの下位枝に位置している場合、スロッ
ト化モード送信中のスクランブルに対して符号Ｃj,1を選択する手段と、
　前記第１チャネル化符号が前記チャネル化符号ツリーの上位枝に位置している場合、前
記スロット化モード送信中のスクランブルに対して符号Ｃj,2を選択する手段と
　を更に備えることを特徴とする請求項１４に記載の基地局。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
本発明の背景
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本発明の技術分野
本発明は、一般的には、移動通信分野に関するものであり、特に、セルラー通信システム
のスロット化モード動作中のチャネル化符号制限を補償する方法に関するものである。
　　　　従来技術の説明
既存のスペクトル拡散あるいは符号分割多元アクセス（ＣＤＭＡ）システムでは、通信を
維持するために、ソフト周波数内ハンドオーバが通常使用されている。このようなソフト
周波数内ハンドオーバを実行するために、移動局は、直前の基地局との通信を終了する前
に、同一のＣＤＭＡ周波数割当で新規の基地局との通信を開始する。しかしながら、次世
代のセルラーシステム（例えば、広帯域ＣＤＭＡあるいはＷＣＤＭＡシステムを含む）で
は、周波数間ハンドオーバ（周波数間のハンドオーバ）の使用がかかせない。このような
周波数間のハンドオーバは、いくつかの機能をサポートするために、ＣＤＭＡ及びそれ以
外のセルラーシステムのすべてに必要とされる。例えば、周波数間のハンドオーバは、ホ
ットスポット状況（周辺セルよりもより多くのキャリヤを使用するセル）、階層セル構造
（異なる周波数上のマクロ、ミクロ、ピコ層からなる）、異なるオペレータ間のハンドオ
ーバ、他のシステムへのハンドオーバ（例えば、他の周波数帯域に存在する移動通信ある
いはＧＳＭに対するグローバルシステム）をサポートするために使用される。周波数間ハ
ンドオーバの十分なサポートを行うための鍵は、周波数間測定モードを効率的に提供する
ことにある。このような、スペクトル拡散あるいはＣＤＭＡシステムにおいて移動局の周
波数間測定をサポートするために、ダウンリンクスロット化モード処理が規定されている
。
【０００２】
ＣＤＭＡシステムに対するＡＲＩＢ、ＥＴＳＩ及びＴＩＡの仕様書では、物理チャネルを
複数に分割するために、チャネル化符号及びスクランブル符号の組み合わせを使用してい
る。送信対象のデータは、まず、チャネル符号を使用して拡散され、次に、スクランブル
符号を使用してスクランブルされる。典型的には、基地局は、すべての物理チャネルに対
し１つのスクランブル符号だけを使用するが、利用可能な符号数を増やすために（例えば
、ブースト容量を適合アンテナに導入する場合の符号不足を回避するために）、追加のス
クランブル符号を使用することができる。複数のスクランブル符号を使用する複数の符号
セットを生成する方法が、スウェーデン国出願番号ＰＣＴ　ＳＥ９８／０１５４１号に開
示されている。
【０００３】
図１はチャネル化符号ツリー（チャネル化符号はツリー構造で示すのが最適である）の図
である。図１のチャネル化符号ツリーの左上部は、チャネル化符号のツリー構造の基点で
ある。図示されるように、チャネル化符号ツリー上の同一レベルの符号（例えば、１，１
及び１，－１）は互いに直交し、同一の拡散率を有している。物理チャネルがチャネル化
符号ツリー上の１つの符号で拡散する場合、別の物理チャネルは別の符号で拡散され、こ
こで、この別の符号は第１の符号が存在する枝上に存在しない、あるいはその第１の符号
からチャネル化符号ツリーの基点への経路上に存在しない、拡散物理チャネルは直交する
。各物理チャネルは、それぞれのデータレートに適合する拡散率を有するチャネル化符号
ツリーの拡散符号に割当られる。チャネル化処理に続いて、スクランブル符号が拡散デー
タに適用される。
【０００４】
シームレスな周波数間ハンドオーバをサポートするためには、通常のデータフローを妨げ
ないで、他の周波数上で周波数間測定を行うことを可能にしなければならない。ユーザ端
末はダウンリンク信号を継続的に受信するので、通常の受信機を使用して他の周波数で測
定を実行する時間はない。他の周波数で測定を実行するために第２の受信機を使用するこ
とができる。しかしながら、単一の受信機端末で周波数間測定を可能にするために、ＡＲ
ＩＢ及びＥＴＳＩ技術仕様書においては、ダウンリンクスロット化モードがＣＤＭＡシス
テムに対して規定されている。
【０００５】
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基地局がダウンリンクスロット化モードで動作する場合、チャネル符号レートを増加ある
いは拡散率を２倍に削減することによって、基地局は接続の処理ゲインを低下させる。次
に、１０ｍｓデータフレームは、図２に示される（図示の低拡散率の）ダウンリンクスロ
ット化モード送信図によって示されるように、１０ｍｓ未満で送信できる。このように、
低下した処理ゲインを補償するために、送信は通常よりも高電力で実行される。この方法
を使用して、ユーザ端末で受信対象のデータが存在しない期間中に、５ｍｓ以上のアイド
ル期間が生成される。このアイドル期間は、他の周波数に対して受信機を調整することが
でき、信号強度測定は、これらの周波数で実行できる。
【０００６】
併せて出願された米国特許番号第５５５３０１４号は、拡散率を変更しながらスロット化
モード動作を使用することを開示している。併せて出願された米国特許出願番号第６３６
６４６号は、高チャネル符号レートを使用することを開示している。そして、併せて出願
された米国特許出願番号第６３６６４８号は、多元符号送信を使用するスロット化モード
動作を開示している。
【０００７】
既存のスロット化モードによる方法には、重大な問題がある。一般的には、既存の高チャ
ネル符号レート方法は、常に、低拡散率を使用する代替方法を必要とし、これは、拡散率
は、品質劣化範囲内のある制限以上に増加させることができないからである。例えば、１
／２レート符号が使用されると、スロット化モード動作中は拡散率を平均以上に増加させ
ることは難しくなる。その結果、低拡散率が使用されるモードではスロット化モード動作
に対して必要になると結論づけることができる。このように、この条件は、ＥＴＳＩ技術
仕様書の標準化に対して組み入れられている。
【０００８】
拡散率がスロット化フレーム中で変更される場合、チャネル化符号不足の問題が発生し得
る。ダウンリンクにおいては、すべてのユーザは同一のチャネル化符号セットを共有する
。例えば、符号長が１２８の利用可能な１２８の符号がある場合、これは、１２８の拡散
率で同時に１２８チャネルが同時に処理できることを意味する。このように、１つのチャ
ネルが６４の拡散率を必要とする場合、これは、符号長が１２８の利用可能な符号の２つ
を除去する、これは、これらの符号が符号長６４の符号と決して直交しないからである。
利用可能な最低拡散率は、スロット化モード送信による２つの拡散率によって削減させら
れ、これは、異なるチャネルを割り当てることができる利用可能な符号数が半分になるこ
とを意味する。その結果、符号リソースは既に開始から制限されているので、スロット化
モード動作で使用するより短い符号の割当結果は符号制限システムとなり得る。換言すれ
ば、スロット化モードで動作するシステムは、利用可能なダウンリンクチャネル化符号数
によって制限され、かつ干渉によって制限されないダウンリンク容量を有することになる
。しかしながら、以下に詳細するように、本発明は上述の問題を解決する。
　　　本発明の要約
本発明に従えば、スペクトル拡散あるいはＣＤＭＡセルラーシステムで生じるダウンリン
クチャネル化制限問題は、スロット化モード動作時に異なる非直交符号セットの符号を使
用することによって解決される。非直交符号セットは、異なるスクランブル符号を適用す
ること以外は、同一のチャネル化符号ツリーを使用することによって構築することができ
る。
【０００９】
本発明の重要な技術的利点は、スロット化モード動作時に対してチャネル符号制限が補償
されることである。
【００１０】
本発明の別の重要な技術的利点は、利用可能なチャネル化符号数を削減することなく、ス
ペクトル拡散あるいはＣＤＭＡセルラー通信システムにおけるスロット化モード動作に対
する拡散率を半分にすることができることである。
【００１１】
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本発明の更に別の重要な技術的利点は、チャネル符号レート等に関係なく、セルラー通信
システムにおけるすべてのサービスに対してシームレスな周波数間測定を行うことができ
ることである。
【００１２】
本発明の更に別の重要な技術的利点は、スロット化モード動作における符号リソースの複
雑な再割当を必要としないことである。
【００１３】
本発明の更に別の重要な技術的利点は、スロットモード動作における動作を決定できるこ
とであり、そうすることで、ネットワーク及びユーザ端末はスロット化送信の実行時に適
合するだけでよく、それらをどのように実行するかについては適合する必要がなくなる。
　　　実施形態の詳細説明
本発明の実施形態及びその効果は、図１～図４を参照することによって好適に理解され、
各図面の同様の構成部分は同じ参照番号が使用される。
【００１４】
実質的には、本発明に従えば、スペクトル拡散あるいはＣＤＭＡセルラーシステムで生じ
るダウンリンクチャネル化符号制限問題は、スロット化モード動作中に異なる非直交符号
セットの符号を使用することによって解決される。非直交符号セットは、同一のチャネル
化符号ツリーを使用して構成できるが、異なるスクランブル符号が適用される。
【００１５】
具体的には、図３は本発明の実施形態に従うスロット化モード動作に対するスクランブル
符号を生成するために使用できる方法を示すフロー図である。ステップ１０２で、１つの
セルＣi, I=1,...,Nで使用されるスクランブル符号を指定し、ここで、Ｎはセル内で使用
できる最大スクランブル符号数である。ステップＳ１０４で、２つのスクランブル符号Ｃ

i,1、Ｃi,２を、使用される各スクランブル符号Ｃiと関連づける。ステップ１０６で、ス
クランブル符号Ｃjと関連づけられるすべての物理チャネルは、通常（即ち、非スロット
化）送信中に使用するチャネル化符号に割り当てられる、ここでは、まだ、符号割当結果
は直交チャネルであること（即ち、通常割当）を補償している。
【００１６】
ステップ１０８で、スロット化送信中に、使用対象のチャネル化符号は、上述の通常送信
に使用される符号である。換言すれば、符号ツリーのルートに近いレベルの１つのチャネ
ル化符号が使用される。ステップ１１０で、ネットワークは、通常送信中に使用されてい
るチャネル化符号が符号ツリーの下位枝（例えば、スロット化送信中に使用されるチャネ
ル符号を注目した場合の下位右枝）上のものであるかどうかを判定する。そうである場合
、ステップ１１２で、スクランブル符号Ｃj,1がスクランブルに使用されるべきものとな
る。一方、ステップ１１４で、通常送信中に使用されるチャネル化符号が符号ツリーの上
位枝（例えば、スロット化送信中に使用されるチャネル化符号を注目した場合の上位右枝
）上にある場合、ステップ１１６で、スクランブル符号Ｃj,2がスクランブルに使用され
るべきものとなる。
【００１７】
本発明を説明するために、例えば、図１に示される符号ツリー例を再度参照する。図示さ
れるように、通常送信中に、符号Ｃ4,3に拡散され、符号Ｃ1によってスクランブルされた
物理チャネルは、スロット化送信中に、符号Ｃ2,2に拡散され、符号Ｃ1,2によってスクラ
ンブルされる。同様にして、通常送信中に、符号Ｃ4,4に拡散され、符号Ｃ1によってスク
ランブルされた物理チャネルは、スロット化送信中に、符号Ｃ2,2に拡散され、符号Ｃ1,1

によってスクランブルされる。
【００１８】
このように、スロット化送信用に使用されるスクランブル符号（Ｃj,1、Ｃj,2）は、通常
の送信のスクランブル符号Ｃjから容易に導出することができる。例えば、既存のＣＤＭ
Ａシステムでは、異なるスクランブル符号が異なる内容のスクランブル符号を生成するシ
フトレジスタを搭載することによって生成される。
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【００１９】
既存システムで使用される典型的なスクランブル符号は、例えば、ゴールド符号から構築
され、このゴールド符号は、シフトレジスタからの出力シーケンスが複数種類の初期値に
対し異なることを補償している。通常モード送信のスクランブル符号Ｃjがある初期値を
使用して生成されると仮定すると、スロット送信に使用されるスクランブル符号Ｃj,1、
Ｃj,2は、わずかに値を変更したシフトレジスタを搭載することによって生成できる。例
えば、通常モード送信のスクランブル符号Ｃjに対する２ビットの初期値が”００”であ
る場合、関連するスロット化モードのスクランブル符号Ｃj,1、Ｃj,2は、スクランブル符
号生成シフトレジスタでこの２ビットをそれぞれ”０１”及び”００”に変更することに
よって生成できる。選択的には、スロット化送信に使用されるスクランブル符号を生成す
るためにわずかに値を変更したシフトレジスタを搭載することで、同一のスクランブル符
号を通常送信用として使用できるが、符号位相は異なるものとなる。
【００２０】
第１の選択例として、図４は、本発明の実施形態に従う通常及びスロット化送信用のスク
ランブル符号（例えば、Ｃj、Ｃj,1、Ｃj,2）を生成するために使用できるシフトレジス
タ構成例の図である。図４に示されるスクランブル符号生成シフトレジスタ構成２００の
例を参照すると、１つ以上のシフトレジスタ成分２０２、２０４はゲート２０６、２０８
及び２１０とＸＯＲ接続され、通常モードあるいはスロット化モード送信に使用するスク
ランブル符号を生成する。例えば、スクランブル符号は、初期値をシフトレジスタ成分（
２０２、２０４）に入力し、そのシフトレジスタを計時することによって生成できる。例
として、ｎ15，．．．ｎ2ｎ1ｎ0は任意のバイナリ値を示すとする。この値は典型的には
通常送信に素養されるスクランブル符号番号（例えば、ｊ）に関連づけることができる。
通常送信モードに対するスクランブル符号Ｃjを生成するために、１つのシフトレジスタ
（例えば、２０２）にｘ17ｘ16ｘ15．．．ｘ2ｘ1ｘ0＝００ｎ15．．．ｎ2ｎ1ｎ0を入力し
、もう一方のシフトレジスタ（例えば、２０４）にｙ17ｙ16ｙ15．．．ｙ2ｙ1ｙ0＝１１
１．．．１１１（すべて１）を入力する。スロット化モード送信用のスクランブル符号Ｃ

j,1を生成するために、１つのシフトレジスタ（例えば、２０２）にｘ17ｘ16ｘ15．．．
ｘ2ｘ1ｘ0＝０１ｎ15．．．ｎ2ｎ1ｎ0を入力し、もう一方のシフトレジスタ（例えば、２
０４）にｙ17ｙ16ｙ15．．．ｙ2ｙ1ｙ0＝１１１．．．１１１（すべて１）を入力する。
スロットモード送信用のスクランブル符号Ｃj,2を生成するために、１つのシフトレジス
タ（例えば、２０２）にｘ17ｘ16ｘ15．．．ｘ2ｘ1ｘ0＝１１ｎ15．．．ｎ2ｎ1ｎ0を入力
し、もう一方のシフトレジスタ（例えば、２０４）にｙ17ｙ16ｙ15．．．ｙ2ｙ1ｙ0＝１
１１．．．１１１（すべて１）を入力する。
【００２１】
加えて、別の選択例では、スロット化送信に使用されるスクランブル符号を生成する代わ
りに、例えば、チャネル化符号とスクランブル符号と他の符号（例えば、ベントシーケン
ス）のような符号の組み合わせからなる符号をスロット化送信用に使用することができる
。また、本発明は、ダウンリンク送信に対してのみ意図されるものではなく、スロット化
モード用のスクランブル符号を生成する上述の概念と同一の概念をアップリンクにも同様
に適用することができる。
【００２２】
本発明の方法及び装置の本発明の方法及び装置の実施形態は図面と共に上述の詳細説明で
図示されかつ説明されるが、本発明が開示された実施形態で限定されるものではなく、請
求項によって定義されかつ説明される本発明の精神から逸脱しない範囲で数々の再構成、
変形及び代替が可能であることが理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【図１】　スペクトル拡散あるいはＣＤＭＡセルラー通信システムに対するチャネル化符
号ツリーの図である。
【図２】　制限拡散率方法でのダウンリンクスロット化モード送信フレーム構造を示す図
である。
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【図３】　本発明の実施形態に従うスロットモード動作用のスクランブル符号を生成する
ために使用できる方法を示すフロー図である。
【図４】　本発明の実施形態に従う通常及びスロット化送信用のスクランブル符号を生成
するために使用できるシフトレジスタ構成の一例の図である。

【図１】

【図２】

【図３】
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